














要約:市町村における母子保健事業の実態について,いくつかの県を選び,その県下の全市

町村を対象に,健康診査・保健指導・健康教育・地域母子保健組織などの項目に関し,各地

域で実施している事業を調べた。1 歳 6 ヵ月健診は,ほぼ全市町村で実施されているほか,

健診や保健指導はかなりの頻度で実施されている。歯科領域は次第に実施地域が広がって

いるが,思春期領域についてはほとんど行われていない。いわゆるメニュー方式の補助事業

では,活用の仕方は地域によりさまざまである。保健所勤務の保健婦からの担当地域の母子

保健事業実施状況の聴取等から,市町村において多岐に亘る事業が実施されているが,地域

格差があることがうかがわれた。 


